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久喜市開発行為等指導要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第２１８号 

目次 

 第１章 総則（第１条―第７条） 

 第２章 公共施設（第８条―第１６条） 

 第３章 公益施設（第１７条・第１８条） 

 第４章 一般事項（第１９条―第３０条） 

 第５章 その他（第３１条） 

 附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この告示は、久喜市における無秩序な開発行為等を防止し、自然の保全と

均衡ある発展をめざす市政の基本方針に基づき、宅地開発及び中高層建築物等の

建築を行う皆さんに都市づくりの基本理念への理解と、公共施設の整備等に関す

る特別の協力を要請し、もって「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」

を建設することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用等に供する

目的で行う土地の区画又は形質の変更をいう。 

(２) 建築行為 開発行為に該当しない建築物の新築、増築及び改築又は用途の

変更をいう。 

(３) 開発区域  開発行為又は建築行為（以下「開発行為等」という。）を施工

する区域をいう。 

(４) 開発者 次条に規定する行為を行う事業者をいう。 

(５) 公共施設 道路、公園、緑地、下水道、河川、水路、上水道、消防水利、

ごみ集積所等の施設をいう。 

(６) 公益施設 教育、福祉施設、医療その他居住者及び近隣住民の共同の福祉、

利便のために供する施設をいう。 

(７) 中高層建築物（次のいずれかに該当するものをいう。） 
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ア 第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内は、軒高７メート

ルを超える建築物又は地階を除く階数が３以上の建築物 

イ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域及び準住居地域又は近隣商業地域内は、高さが１０メートル

を超える建築物 

ウ 用途地域の指定のない区域（容積率が１０分の１０又は１０分の２０の区

域に限る。）は、高さが１０メートルを超える建築物 

(８) 集合住宅建築物 共同住宅及び長屋住宅（事務所、店舗、その他これらに

類する用途を併用するもの。以下同じ。）をいう。 

(９) ワンルーム住戸 １住戸の床面積（ベランダ、バルコニー、パイプシャフ

ト等を除く。）が２５平方メートル未満の住戸又は住室をいう。   

(１０) 新設改良の計画のある道路 市において既に予算化又は建設事業に着

手している道路をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この告示の規定は、原則として次に掲げるものについて適用するものとす

る。 

(１) 敷地面積５００平方メートル以上の開発行為等をするとき。ただし、自己

用の専用住宅の開発行為等及び公的機関の公共的事業等として行う建築行為

を除く。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

（事前協議） 

第４条 開発者は、開発行為等事業の施行に当たっては、事業予定地周辺の調査を

行い、公共施設の設計、管理及び費用負担その他必要事項について、開発行為等

事前協議申請書（様式第１号）により市長と事前に協議し、審査を受けるものと

する。 

２ 開発者は、開発行為等事前協議申請前に次に掲げる者に対し、事業計画の内容

を説明し、協議しなければならない。また市長が必要と認めるときは、その協議

内容を開発行為等事前協議申請書に添付しなければならない。 

(１) 付近住民 

(２) 開発行為等に関連する公共施設等の管理者 

(３) その他市長が必要と認める者 

３ 事前協議の流れについては、別表開発行為手続フローによるものとする｡ 
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４ 前項の規定は、事業計画を変更した場合について準用するものとする。ただし、

軽微な変更で市長が認めた場合は、この限りでない。 

（意見調整及び補償） 

第５条 開発者は、開発行為の計画に係る工事について、事前に付近住民の意見を

調整するとともに、その理解を得るよう努めるものとする。 

２ 事業により生じた損害は、開発者がその補償の責任を負うものとする。 

（都市計画事業に対する協力） 

第６条 開発者は、開発行為等の計画に当たっては、市長が別に定める方針を尊重

するとともに、地区計画等都市計画法（昭和４３年法律第１００号）上の制限を

遵守するものとする。 

（福祉環境の整備） 

第７条 開発者は、障害者及び高齢者が安全に利用できるよう、施設や建築物等の

整備に努めるものとする。 

２ 開発者は、生活関連施設（病院、劇場、百貨店、ホテル、飲食店、銀行その他

不特定かつ多数の者の利用に供する建築物、公共交通機関の施設、公園及び道路

をいう。）を含む開発行為等を行う場合、埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７

年埼玉県条例第１１号）及び埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物

の整備に関する条例（平成２０年埼玉県条例第４２号）を遵守するものとする。 

３ 詳細は、関係各課と開発行為等事前協議申請前に協議を行うものとする。 

第２章 公共施設 

（道路） 

第８条 開発者は、開発区域内に市の施行する都市計画決定された道路又は新設改

良の計画のある道路がある場合には、道路計画に開発計画を適合させるものとす

る。 

２ その他道路計画は、市長が別に定めるところによるものとする。 

３ 開発者は、開発区域内に築造した通り抜け道路を原則として市に帰属するもの

とする。 

４ 詳細は、関係機関と協議を行うものとする。  

（公園又は緑地） 

第９条 開発行為の面積が３,０００平方メートル以上の開発行為をしようとする

者は、次に掲げる規定に基づき、公園又は緑地を設置するものとする。 

(１) 公園又は緑地の位置は、災害防止及び避難活動に適するように配置するこ
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と。なお、詳細は、久喜市開発行為等指導要綱細則（平成２２年久喜市告示第

２１９号。以下「要綱細則」という。）によること。 

(２) 設置される公園又は緑地は、完成検査後、原則としてその用地及び施設は

開発者が維持管理すること。 

(３) 詳細は、担当課と協議を行うこと。 

（緑化） 

第１０条 開発者は、この告示に定めるもののほか、ふるさと埼玉の緑を守り育て

る条例（昭和５４年埼玉県条例第１０号）に基づき、開発区域内の緑化推進を積

極的に図るため、次の事項を遵守しなければならない。 

(１) 接道部などに境界塀を設置する場合は、緑化推進のため、樹木による生け

垣とするよう努めるものとする。 

(２) 開発者は、久喜市なし赤星病防止条例（平成２２年久喜市条例第１５８号）

の規定に基づき、びゃくしん類の植栽はしないものとする。 

（排水処理） 

第１１条 開発者は、都市の健全な発展と公衆衛生の向上や公共水域の水質保全な

ど、生活環境の快適性、安全性を確保するため、公共下水道処理区域内において

開発行為等を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 排水（汚水及び雑排水をいう。以下同じ。）の処理経路は、開発区域内か

ら放流先まで、原則として管渠により施工すること。 

(２) 排水は、市の公共下水道管に接続し、市の技術基準に基づき、久喜市下水

道排水設備指定工事店規則（平成２２年久喜市規則第２１７号）に規定する指

定工事店により施工すること。 

(３) 公道又は開発による道路を市に帰属するもののうち、市の計画に基づき、

下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１６条の規定により、下水道管を布設

したときは、市に無償譲渡すること。 

(４) 大規模な宅地造成で、開発者の負担により管路・処理施設を建設した場合

は、当該区域が市の公共下水道管に接続可能になるまでの間、その維持管理を

行うこと。 

(５) その他については、下水道法及び久喜市下水道条例（平成２２年久喜市条

例第２１３号）によること。 

(６) 技術基準、久喜市下水道排水設備指定工事店、分流・合流の排水区分、受

益者負担金等は、担当課と協議を行うこと。 
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２ 農業集落排水処理区域内で開発を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するもの

とする。 

(１) 集落排水管接続の可否について、担当課と協議を行うこと。 

(２) 協議の結果、接続が可となった場合、その接続方法は、久喜市農業集落排

水処理施設条例（平成２２年久喜市条例第１５９号）、久喜市農業集落排水処

理施設条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１５１号）及び久喜市農業集落

排水処理事業の受益者分担金に関する条例（平成２２年久喜市条例第１６０

号）によること。 

(３) 協議の結果、接続が不可となった場合、次項の規定を準用する。 

３ 前２項以外の区域については、次に掲げるとおり行うものとする。  

(１) 排水処理については、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）に定める浄化

槽を設置し、適正に維持管理することとし、排水の放流先については、関係機

関の承認を得ること。 

(２) 詳細は、担当課と協議を行うこと。 

 （河川・水路） 

第１２条 開発者は、河川及び水路の適切な機能の維持や安全性の確保、及び水辺

環境の保全を図るため、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 開発者は、開発区域に接する河川及び水路の整備並びに境界の防護用施設

の設置について、河川管理者と協議を行うこと。 

(２) 開発区域から離れた水路に排水を放流する場合、開発区域から排水可能地

点までは、開発者の負担において整備すること。 

(３) 詳細は、道路管理者及び河川管理者と協議を行うこと。 

（雤水流出抑制施設） 

第１３条 開発者は、保水、遊水機能の減尐等を考慮し、水害の防止を図るため、

次に掲げる事項に基づき、貯留又は浸透による雤水流出抑制施設を設置するもの

とする。 

(１) 開発者は、開発行為等により開発区域及び開発区域周辺並びに下流地域に

対し、溢水等による被害が生じるおそれがある場合には、流末となる河川の状

況を勘案して、流出量調整のため、原則として調整池の設置及び放流先施設の

改修を行うこと。 

(２) 開発区域内の雤水は、浸透桝等を使用し、敷地内処理すること。また、車

両の通行量が尐ない場所を舗装するときは、透水性舗装で施工し、雤水の流出
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を避けること。 

(３) 詳細は、要綱細則に定めるもののほか、機能保全、防災対策、維持管理等

について、管理担当課と協議を行うこと。 

（上水道） 

第１４条 開発者は、日常生活、業務を営む上で必要不可欠な水道水の安定供給を

図るため、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 給水装置工事等の施工は、久喜市水道指定給水装置工事事業者規程（平成

２２年久喜市水道企業管理規程第１３号）に規定する指定工事業者により施工

すること。 

(２) 配水管を布設して、寄附しようとするものは、久喜市地域開発に伴う配水

管の寄附採納に関する規程（平成２２年久喜市水道企業管理規程第２０号）に

より申し出ること。 

（３） 専用水道の布設工事をしようとする者は、水道法（昭和３２年法律第１７

７号）に基づく申請等を久喜市専用水道事務取扱規則（平成２２年久喜市規

則第２２０号）により行うこと。  

(４) 簡易専用水道を設置しようとする者は、久喜市簡易専用水道管理指導要綱

（平成２２年久喜市告示第１４３号）により届け出ること。 

(５) 詳細は、担当部署と協議を行うこと。 

（消防水利等） 

第１５条 開発者は、開発区域内の消防水利等について、市長が別に定めるところ

に基づき、関係機関と協議を行うものとする。 

（ごみ集積所） 

第１６条 開発者は、資源回収ごみ収集方法及び住民の居住環境を考慮し、ごみ集

積所を開発者の負担において設置し、原則としてその用地も含め市に帰属するも

のとする。なお、詳細は、要綱細則によるもののほか、関係機関と協議を行うこ

と。 

第３章 公益施設 

（教育及び福祉施設） 

第１７条 教育及び福祉施設の整備については、次に掲げる事項に基づき、実施す

るものとする。 

(１) 計画戸数３,０００戸以上の住宅地の開発行為等をしようとする者は、原

則として次の教育施設用地等を確保し、市に提供すること。 
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 ア 小学校用地 ２５,０００平方メートル 

 イ 中学校用地 ３０,０００平方メートル 

 ウ 小学校１校を整備する。 

(２) 開発区域内の小・中学校校舎及びこれに伴う付帯施設の建築及び校地の位

置、面積は、教育委員会と協議を行うこと。 

(３) その他開発区域内に、公民館、保育所等教育及び福祉施設を、市長が必要

と認めた場合は、開発者は、その用地を市に提供すること。 

(４) 開発区域内において、久喜市保育の実施に関する条例（平成２２年久喜市

条例第１２０号）第２条に規定する保育に欠ける児童が相当数になるため、市

長が保育所を設置する必要があると認めるときは、開発者は、その用地を市に

提供すること。 

 （集会所等） 

第１８条 集会所等の設置は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 開発者は、住宅の建築を目的とするときは、次の表の左欄に掲げる住宅の

戸数に応じ、同表の中欄に掲げる床面積を標準として、集会所を設置すること。 

 

住宅の戸数 （戸） 
集会所の床面積 

（ｍ２） 
箇  所 

 ４０以上１５０未満  ３０以上 １ 

１５０以上３００未満  ７０以上 １ 

３００以上６００未満 １００以上 ※ 

６００以上      ※ ※ 

※は、別途協議 

(２) 開発者は、集会所の敷地を、原則として市に寄附すること。また建物は、

原則として開発者の所有とすること。 

(３) 集会所の管理は、原則として開発者が行うこと。 

(４) 第１号に定めるもののほか、市長が特に開発区域を含んだ地域に集会所施

設の設置を必要とするときは、開発者は用地の提供について、市長と協議を行

うこと。 

(５) 詳細は、関係各課と協議を行うこと。 
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第４章 一般事項 

（宅地等造成） 

第１９条 宅地等の造成については、次に掲げるとおり行うものとする。 

(１) 低地等の埋立造成を行おうとする場合は、久喜市土砂等による土地の埋立

て等の規制に関する条例（平成２２年久喜市条例第１７７号）によるものとし、

詳細は、担当課と協議を行うこと。 

(２) 宅地等を造成する場合、付近住民に影響を及ぼすおそれがあり、前号によ

りがたいと市長が認めたときは、関係各課と協議を行うこと。 

(３) 宅地等造成後の１区画の面積は、１２０平方メートル以上確保するよう努

めること。 

(４) 軟弱地盤に対しては、地質調査を実施し、必要な措置を講じること。 

（工作物等の設置） 

第２０条 ブロック塀等の設置は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１） 開発者は、ブロック塀等を設置する場合は、第三者に被害を及ぼさない

よう、倒壊等を防止する構造とすること。 

(２) 開発者は、埋立て、切崩し等による土留め壁を設置する場合は、地滑り、

側土圧・地盤沈下等による倒壊、崩壊等を起こさないような構造とすること。 

(３) 開発者は、かき、さく等を設置するに当たり、地区計画が定められている

場合は、その計画に適合させること。 

（中高層建築物） 

第２１条 開発者は、中高層建築物の建築について、次に掲げる事項を遵守するも

のとする。 

(１) 久喜市中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関する要綱（平成２６年久

喜市告示第１３７号） 

(２) 付近住民にテレビジョン等に係る電波の受信障害が生じるおそれがある

ときは、事前に調査を行い必要な措置を講ずること。 

(３) 電波の受信障害が生じることとなる場合は、受信障害を受ける地域住民と

事前に協議し、開発者の負担により、受信機の出力向上、共同受信施設の設置

等を行うとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決め、そ

の内容を書面により開発行為等事前協議申請書に添付すること。 

なお、詳細は、担当課と協議を行うこと。 
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（集合住宅建築物） 

第２２条 開発者は、集合住宅を建築するときは、この告示で定めるもののほか、

久喜市集合住宅建築物の建築に関する指導指針を遵守するものとする。なお、詳

細は、担当課と協議を行うこと。 

（駐車場及び駐輪場） 

第２３条 開発者は、最近の個人の自動車保有台数を鑑み、付近の道路に路上駐車

を誘発させないよう、開発区域内に計画戸数に応じた駐車施設を設けるものとす

る。 

(１) 戸建住宅は、開発者の責任において区画割ごとに、最低１台以上の自動車

駐車場を確保すること。 

(２) 中高層建築物及び集合住宅建築物は、計画戸数以上の自動車駐車場を設け

ること。ただし、やむを得ない場合であっても、開発区域内に計画戸数の３割

以上の自動車駐車場を設け、残りの台数については、開発区域外に確保するこ

と。また、自転車等は、計画戸数に最低２台以上乗じた台数の駐輪場を確保す

ること。ただし、ワンルーム住戸にあっては、計画戸数以上の台数の駐輪場を

確保すること。 

(３) 前２号以外の建築物は、事業計画に基づき、付近住民に迷惑を及ぼさない

台数の自動車駐車場及び駐輪場を確保し、道路に交通阻害が生じないようにす

るとともに、必要に応じて植樹、柵、ブロック塀等を周りに設置すること。 

２ 駐車場を舗装する場合、原則として透水性舗装とし、また浸透桝等を使用する

など、雤水は敷地内処理するものとする。  

（消防及び保安施設） 

第２４条 開発者は、開発区域内に、消防分署、警察派出所等の保安施設を設置す

る必要があると市長が認めた場合は、その用地を市に無償譲渡するものとする。 

２ 開発者は、開発区域内の交通安全施設（道路照明灯・防犯灯・カーブミラー等

をいう。）の設置及び維持管理について、担当課と協議を行うものとする。 

（農地） 

第２５条 開発者は、農地を宅地化することによって、隣接農地の用排水に影響を

及ぼすおそれがある場合、用排水の付け替え、拡幅等について、関係各課及び用

排水路管理者等と協議を行うものとする。 

２ 開発者は、農地を埋立てする場合は、隣接農地の保護に関し、農業委員会と協

議を行うものとする。  



- 10 - 

 

（環境の保全） 

第２６条 開発者は、工事中の騒音、振動、道路汚染、道路渋滞等について、近隣

住民に被害を及ぼすことのないよう、事前に関係機関と協議の上、対策を講じる

ものとする。なお、詳細については要綱細則によること。 

（文化財の保護） 

第２７条 開発者は、開発区域内に指定文化財又は埋蔵文化財がある場合は、あら

かじめ教育委員会と協議し、その指示に従うこと。また、工事施行中に埋蔵文化

財を発見したときは、工事を中止するとともに、直ちに教育委員会と協議し、そ

の指示に従うものとする。 

（検査） 

第２８条 開発者は、市に帰属又は提供する施設等を含む開発を行う場合、竣工後

に、公共施設検査願（様式第２号）により完了検査を受けるものとする。 

２ 市長は、必要があると認めた場合、竣工前においても検査をすることができる。 

３ 前２項に規定する手続は、事業者が都市計画法に基づく開発許可後、工事完了

（中間）検査に該当する場合は、当該法律等の規定による手続をもってこれに代

えることが出来るものとする。 

（公共・公益施設の帰属） 

第２９条 開発者は、公共施設を市に帰属するときは、公共施設引渡申請書（様式

第３号）に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 公共施設の引継ぎは、市が行う開発の完了検査に合格した旨の公告のあった日

から１月以内に行うものとする。 

（公共・公益施設の移管） 

第３０条 市と開発者との協議に基づき引き継ぐことを定めた施設は、引継後１年

間は、開発者の責任において管理するものとする。なお、引継ぎの期限は、市長

が定め、引継後２年間は、開発者の責めに帰すべき事由により開発区域及びその

周辺に被害が生じたときは、開発者の責任において補修するものとする。 

２ 開発者は、将来、自治会等に移管する公共施設等があるときは、自治会等の書

面による承諾を得ることを確約するものとする。 
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第５章 その他 

（その他） 

第３１条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市開発指導要綱（平成８年久

喜市長決裁）、菖蒲町開発行為等指導要綱（平成２０年菖蒲町告示第１１号）、栗

橋町開発行為等指導要綱（平成６年栗橋町長決裁）、鷲宮町開発行為等指導要綱

（平成１０年鷲宮町告示第１１号）（以下これらを「合併前の要綱」という。）の

規定により既に協議済又は協議中の事項については、なお合併前の告示の例によ

る。 

附 則 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

開発行為手続フロー  

 

 

事 前 協 議 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆市長が必要と認めた場合 

①～③に掲げる者と協議した議事録を作成

し、事前協議申請書に添付する。 

事 前 相 談 

① 付 近 住 民 

② 公 共 施 設 等 の 管 理 者 

③ そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 者 

事 前 協 議 申 請 

補 正 

☆ 事 前 協 議 審 議 会 

開 発 行 為 許 可 申 請 

都 市 計 画 法 第 ３ ２ 条 に 基 づ く 

公 共 施 設 の 管 理 者 の 同 意 等 

補 正 
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様式第１号（第４条関係） 

 

開発行為等事前協議申請書 

年  月  日  

久喜市長    あて 

 

住  所             

申請者 氏  名          ㊞  

電話番号             

 

 久喜市開発行為等指導要綱第４条の規定に基づき、開発行為等について事前に審査を受けたい

ので、下記のとおり申請します。 

記 

施行地区の名称 久喜市 

施行地区の面積 （宅地   ｍ２､農地   ｍ２､その他   ｍ２）計    ｍ２ 

市街化区域 

・市街化調整区域 

  
用途地域等 

 

工事設計者 

住所 

氏名 

電話番号            （担当者） 

工事施工者 

住所 

氏名 

電話番号 

計画の概要 
敷地の区画数    区画 擁壁（種類          ） 

（盛土・切土）  有・無 処分先等 

 

 新たに開発される土地利用計画について 

種 別 有効用地 道路 公園、緑地 遊水地 水路 その他 計 

面 積 

ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

比 率 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
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開発行為等に伴う予定建築物説明書 

予定建築物等の用途 （分譲、賃貸）住宅、店舗（          )、その他（          ) 

建ぺい率 ％ 容積率 ％ 

最高の高さ ｍ 最高の軒高 ｍ 

計画戸数 戸 計画人口 人 

棟数・階数   棟   階 構  造  

 計画部分 計画以外の部分 合  計 

敷地面積 ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

建築面積 ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

延床面積 ｍ２ ｍ２ ｍ２ 

 

 

 

概要 

道路 接続先道路 市道  ｍ、県道  ｍ、その他    ｍ 

 区域内道路 幅員   ｍ、延長   ｍ 

排水 汚水 集会場（有・無） 

 雑排水 ｍ２ 

 雤水 ごみ集積所   箇所  ｍ２ 

上水道 公営水道      簡易水道 

消防水利 有（防火水槽    トン  基、消火栓   基）、無 

駐車場 有（    台     ｍ２）、自転車置場     ｍ２ 

その他  

着工予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

参考事項  

○必要書類：位置図（都市計画図）、委任状、案内図（住宅地図等）、公図の写し、地

積測量図（縮尺1/200～1/300）、現況図（縮尺1/200～1/300）、土地利用計

画図（縮尺1/200～1/300）、造成計画図（縮尺1/200～1/300）、建物平面図

（縮尺1/100）、建物立面図（縮尺1/100）、給排水等設備計画図（縮尺1/20

0～1/300）、雤水処理計算書、議事録、ごみ集積所求積図、その他市長が必

要と認めるもの 

（注）・申請書は、正本１部、副本２４部を提出してください。 

・必要書類のうち、造成計画図及び給排水等設備計画図は、土地利用計画図

に併記しても差し支えありません。 

・土地利用計画図には、開発区域が接する道路の市道番号、認定幅員、現況

幅員及び建築基準法の扱いを記入してください。  
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様式第２号（第２８条関係） 

 

公共施設検査願 

年  月  日  

久喜市長    あて 

住  所             

申請者  氏  名                ㊞  

電話番号             

 

  このことについて、久喜市開発行為等指導要綱第２８条の規定により、帰属の伴う下記公共施

設の検査をお願いします。 

 

記 

１  開 発 許 可 年 月 日     年    月    日     第          号 

２  希 望 検 査 年 月 日     年    月    日 

３  帰属の伴う公共施設（必要箇所を記入し、他は抹消） 

   道 路 

   その他 

４ 添付図面等 

   設計図面、施工写真等 

 

                             様 

 

  上記公共施設について、      年    月    日、検査の結果合格と認めます｡ 

 なお、速やかに、公共施設引渡申請をされますようお願いします｡ 

 

              年      月      日 

久喜市長                       □印  
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様式第３号（第２９条関係） 

公 共 施 設 引 渡 申 請 書 

                                                           年    月    日 

   久喜市長    あて 

住    所                  

申請者 氏    名                          ㊞  

電話番号                  

  このことについて、        年    月    日付けで締結した公共施設の管理に関する協議書の

定めに基づき、下記の公共施設を引き渡したく関係図書を添えて申請します。 

  なお、この引き渡しから１年間は公共施設の維持管理を行い、また、申請者の責めに帰すべき

理由により被害が生じた場合、２年間は申請者において責任をもって補修等を行うことを申し添

えます。 

記 

１  開発許可年月日     年    月    日     第          号 

２  工事完了公告年月日     年    月    日 

３  引渡しをする公共施設の種別（必要箇所を記入し、他は抹消） 

   道     路 

   ご み 集 積 所 

   そ  の  他 

４ 添付図書 

   協議書写し、検査済証写し、登記承諾書、印鑑証明書、資格証明書､ 土地登記簿謄本、

案内図、公図写し、開発区域図、公共施設平面図、確定測量図、道路縦・横断面図、地

下埋設物の出来形図 

※ 登記承諾書、印鑑証明書及び資格証明書以外の図書は、正１部、副 部を添付してください。

なお、所管課ごとに引き渡しを行いますので、登記承諾書については、  部提出してください。 

                        様 

  上記公共施設について、申請書のとおり引継ぎを受けます。 

  なお、ごみ集積所の維持管理は、申請者（利用者）で行ってください。 

                年    月    日 

久喜市長          □印  
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久喜市開発行為等指導要綱細則 

平成２２年３月２３日 

告示第２１９号 

（目的） 

第１条 この告示は、久喜市開発行為等指導要綱（平成２２年久喜市告示第２１８号。以

下「要綱」という。）の施行に当たり、開発行為等の手続に関し必要な事項を定めること

により、円滑な制度の運用を図ることを目的とする。 

 （道路の名称） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる道路の名称は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 「幹線道路」とは、開発区域内の基幹となる道路で、直接又は取付道路に結んで、

主として利用する接続先道路に連結する道路をいう。 

(２) 「主要な道路」とは、開発区域内の幹線道路と区画道路を結ぶ主要な機能を有する

道路をいう。 

(３) 「区画道路」とは、開発区域内の街区を形成する道路で、前号に掲げるもの以外

の道路をいう。 

(４) 「区域内道路」とは、幹線道路、主要な道路及び区画道路をいう。 

(５) 「取付道路」とは、開発区域又は区域内道路から接続先道路に取り付ける道路をい

う。 

(６) 「接続先道路」とは、開発区域外に現に存する道路（都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第３２条に規定する協議により施行する場合も含む。）で、開発区域が直

接又は区域内道路若しくは取付道路が接続する道路をいう。 

（道路の配置及び構造等） 

第３条 道路の配置及び構造等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 区域内道路及び取付道路は、開発区域の規模、形状、予定建築物等の用途及び周辺

の状況を勘案して、適正に配置すること。 

(２) 区域内道路及び取付道路並びに接続先道路は、原則として袋路状（Ｐ字型等道路も

含む。）でなく、それぞれの道路に連結していること。ただし、開発区域内又は開発区

域外における公共施設等の配置状況によって避難上及び車両の通行上支障のない場合

は、この限りでない。 

(３) 道路の構造等は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）及びアスファルト舗
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装要綱（社団法人日本道路協会発行）による。なお、標準的道路組成は、別表第１に

よること。 

(４) 道路の排水施設は、Ｌ型側溝、長尺Ｕ型側溝及びその他適切な排水溝を設け、道路

を横断する箇所は横断暗渠とし、両側に集水桝を設置すること。排水施設の断面決定に

当たっては、集水面積を勘案して定めるものとする。その他詳細については、道路管理

者と協議を行うこと。 

(５) 道路の法敷には、崩壊防止施設を設置するとともに、転落防止等交通安全のための

施設を設けること。この場合において、道路内には、電柱等交通の障害となる物件を設

置してはならないこと及び道路が交差する箇所には、必要な隅切りを設置しなければな

らない。 

(６) 地下埋設物等の占用物件の取扱いに関しては、久喜市道路占用規則（平成２２年久

喜市規則第１９２号）を遵守すること。 

(７) 開発行為等の施工に伴う資材等の搬出入は、通学路等に十分配慮し、道路管理者及

び教育委員会と協議を行うこと。 

（公園及び緑地の設置） 

第４条 公園及び緑地の設置は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 開発区域内に都市計画決定された公園がある場合は、その計画に基づき市長と協議

のうえ、開発者の負担において施工すること。 

(２) 公園は、公道面に設置するものとし、開発区域内に居住することになる住民及び付

近住民の利用しやすい場所とすること。 

(３) 開発区域内には、開発面積に応じ、市長と協議のうえ、公園、広場、緑地、子供の

遊び場等（以下「公園等」という。）の用地を確保すること。なお、当該公園等の規模

は、次の表のとおりとする。 

公 園 等 の 規 模 の 基 準 表 

開発区域の面積 公 園 等 の 規 模 

０.３ｈａ以上 

１.０ｈａ未満 

１  開発面積の３％以上 

ただし、最低１００ｍ２以上 

１.０ｈａ以上 

５.０ｈａ未満 

１  公園等の合計面積が、開発面積の３％以上 

２  面積３００ｍ２以上を１箇所以上 
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５.０ｈａ以上      

２０.０ｈａ未満    

１  公園等の合計面積が、開発面積の３％以上 

２  １箇所の面積３００ｍ２以上のもの  

３  面積１,０００ｍ２以上を１箇所以上 

２０.０ｈａ以上    

１  公園等の合計面積が、開発面積の３％以上 

２  １箇所の面積３００ｍ２以上のもの 

３  面積１,０００ｍ２以上を２箇所以上 

(４) 公園等には、植栽工事、遊具施設等を次により開発者の負担において整備し、また、

維持管理を行うこと。 

公園面積 遊    具    施    設    等 

１００ｍ２以上 

３００ｍ２未満 
外柵、車止め、ベンチ、植栽、その他 

３００ｍ２以上 

６００ｍ２未満 

３００ｍ２未満で整備する施設 

ブランコ、その他 

６００ｍ２以上 上記施設のほか、市長と別途協議した施設 

ア  公園には、原則として２箇所以上の出入口を設けることとし、１箇所以上は、車椅

子で通行できる出入口とすること。 

イ  雤水等の排水が適切に排除できるよう、必要な施設を施すこと。 

ウ  広場には、ほこり止めを施すこと。 

エ  公園の位置、面積、利用状況等を勘案し、照明灯を設置すること。 

オ  水飲み場、便所等は、市長と協議すること。 

カ  公園内には、原則として公園施設以外の工作物等の施設を設置してはならな

い。 

(５) 開発区域の造成に当たっては、自然の地勢、環境の保全及び緑地の確保に努める

こと。 

(６) 緑地については、次に掲げるとおりとする。 

ア 開発区域の面積がふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（昭和54年埼玉県条例第10

号）に該当する場合は、埼玉県と協議を行うこと。 

  イ 開発区域の面積がア以外の場合は、開発面積の５パーセント以上の緑地を設置す

るものとし、別表第２により算出することとする。 

ウ 戸建て分譲住宅のときは、各戸において宅地内緑化に努めること。 
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(７) 開発区域内に自然樹林地があるときは、建築物の配置を考慮する等、その保全に

努めること。 

（環境基準等） 

第５条  環境基準等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 建設作業に伴う騒音は、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）及び特定建設作業

に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定の基準に従うこと。 

(２) 建設作業に伴う振動は、振動規制法（昭和５１年法律第６４号）及び特定建設作業

に伴って発生する振動の規制に関する基準に基づく区域の指定の基準に従うこと。 

(３) 事業所等の開発に伴う排水による悪臭は、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）

及び埼玉県生活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）に従うこと。 

(４) 建設工事の施工に当たっては、近隣地域の事業所、隣接住民等に迷惑をかけないよ

うに努めること。 

（５） 次のいずれかの条件を満たす駐車場においては、埼玉県生活環境保全条例（平成

１３年条例第５７号）第４１条に基づき、アイドリング・ストップを周知する看板を

設置すること。 

ア 収容能力が２０台以上（二輪自動車、原動機付自転車は除く。）のもの 

イ 駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上（二輪自動車、原動機付自転車を含

む。）のもの。なお、上記の条件に該当しない場合であっても、可能な限り看板の設

置又は表示をするよう努めるものとする。 

（６） 建設工事の施工に当たっては、工事車両等のアイドリング・ストップに努めるこ

と。 

（７） 一定規模以上の土地を形質変更する場合、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５

３号）第４条の規定に基づき届出を行うこと。 

（８） 詳細は、担当課と協議を行うこと。 

（ごみ集積所等の設置） 

第６条 次の各号に掲げるごみ集積所等の設置は、当該各号に定めるところによる。 

(１) ごみ集積所 

ア 住宅を建築する場合 

     （ア） 計画戸数が４戸以上の場合は、原則としてごみ集積所を設置すること。 

    （イ）ごみ集積所の面積は、計画戸数×０.２平方メ－トル以上とすること。ただし、

ワンル－ム住戸の場合には、計画戸数×０.１５平方メ－トル以上とする。 
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    （ウ）前号に掲げる集積所の最低面積は、２平方メートルとすること。 

（エ）集積所の位置は収集作業に支障のない道路際とするものとし、交差点から５

メートル以上離れた位置としなければならない。 

（オ）集積所が面する道路は、原則として、幅員が４メートル以上で通り抜けられ

るものとする。 

（カ）ごみ集積所の構造等は、原則として壁はブロック積み、床はコンクリ－ト打

ちとし、道路側に傾斜をつけること。また、鳥獣被害防止のため、ネットを取り

付ける等環境衛生の確保に十分留意すること。 

    イ  住宅以外の建築物を建築する場合 

     (ア) 排出される廃棄物は、開発者の責任において処理するものとする。なお、処

理先は、事前に関係機関と協議を行うこと。 

     (イ) 排出される廃棄物について、自己処理できない場合で、関係機関に処理を依

頼するときは、事前に関係機関と協議を行うこと。 

(２) 浄化槽汚泥について 

ア 浄化槽汚泥を開発者自ら処理する場合は、事前に関係機関に処理先を連絡するこ

と。 

イ 浄化槽汚泥の処理を関係機関に依頼する場合は、事前に関係機関と協議を行うこ

と。 

(３) 開発者が建築物を第三者に売却する場合は、ごみ及び資源等の適正処理について、

購入者に対し十分な説明を行うこと。 

（通学路に関する協議） 

第７条 開発行為等の施行に伴い、通学路の遮断、迂回を行う予定がある場合は、教育委

員会と協議し、必要な措置を講じること。 

（雤水流出抑制施設） 

第８条 雤水流出抑制施設は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 雤水流出抑制施設の設計基準は、別表第３によること。ただし、開発面積が１ヘク

タール以上の開発行為にあっては、埼玉県雤水流出抑制施設の設置等に関する条例（平

成１８年埼玉県条例第２０号）を遵守すること。 

 (２) 調整池は、良好な維持管理を図るため、転落防止柵を設けなければならない。な

お、地域の住民に調整池の役割を理解してもらうため、調整池周辺に看板等を設置す

ること。 
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(３) 調整池にポンプを設置した場合、開発者の責任において管理の主体及び方針を決

定し、完了公告後も引き続き適正に管理をしていくこと。 

(４)  調整池等の機能、構造等その他詳細は、管理担当課及び建設部都市計画課と協議を

行うこと。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市開発指導要綱細則（平成８年久喜

市長決裁）、菖蒲町開発行為等指導要綱細則（平成２０年菖蒲町告示第 

１２号）、栗橋町開発行為等指導要綱細則（平成６年栗橋町長決裁）、鷲宮町開発行為等

指導要綱細則（平成１０年鷲宮町告示第１２号）（以下これらを「合併前の要綱細則」と

いう。）の規定により既に協議済又は協議中の事項については、なお合併前の告示の例に

よる。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係）                          

１  標準的な道路組成（幅員４.０メ－トル以上６.０メ－トル以下） 

    切土及び現況地盤上につくる道路、盛土による道路 

 

（ 厚さ）              

表層（アスファルト舗装）  ５０ｍｍ 

上層路盤 

粒度調整砕石 Ｍ３０－０ 

  

２００ｍｍ 

下層路盤 

      切込砕石 Ｃ４０－０ 

 

  

 

２００ｍｍ 

切土面及び現況地盤、 

盛土（ズリ等砕石類）面 

２  その他 

 (１) 交通量が多いと予想される道路は、在来路床のＣＢＲ試験を実施した値によるか、または

設計ＣＢＲ３として舗装計画交通量に基づき舗装厚を決定すること。 

 (２) 使用する材料については、日本工業規格または同等以上のものとすること。 

 (３) 軟弱地盤については、道路土工－軟弱地盤対策工指針（（社）日本道路協会）による、路

床安定処理工法、置換工法の中から、現場条件、地域性及びコスト縮減等を考慮した上で、

路床改良を行うこと。 

 (４) 歩道や交通量の尐ない道路は、極力透水性舗装とすること。 

 (５) 詳細は、道路管理者と協議し、施工すること。 
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別表第２ 

（１）緑化に当たっては、「緑化を要する面積」を算定し、この面積以上の緑化面積を確保

すること。 

   緑化を要する面積 ＝ 開発面積 × ５％ 

（２）緑化の方法は、樹木による植栽を基本とする。ただし、敷地等の状況によりこれが

困難な場合は、壁面緑化、屋上緑化、地被植物、コケ類・多肉植物類１ｑも含むものと

し、緑化面積の計算方法は次のとおりとする。 

① 樹木 

樹木による緑化については、以下の式によるものとする。 

緑化面積 ≦ １８Ｂ＋１０Ｃ＋４Ｄ＋Ｅ 

Ｂ：植栽時の樹木の高さが４.０ｍ以上の樹木本数 

Ｃ：植栽時の樹木の高さが２.５ｍ以上４.０未満の樹木本数 

Ｄ：植栽時の樹木の高さが１.０ｍ以上２.５未満の樹木本数 

Ｅ：植栽時の樹木の高さが１.０未満の樹木本数 

② 芝その他の地被植物（地上部及び建築物上）      

芝その他の地被植物の緑化については、以下の式によるものとする。     

緑化面積 ＝ 植栽面積 × ０．９ 

③ コケ類・多肉植物類（建築物上の緑化に限る）      

建築物上へのコケ類・多肉植物類の緑化については、以下の式によるものとする。    

緑化面積 ＝ 植栽面積 × ０．９  

④ ツル植物（建築物の外壁上の緑化に限る）      

建築物上へのツル植物の緑化については、以下の式によるものとする。     

i 補助資材が整備されている場合   

     緑化面積 ＝ 補助資材で被われている面積 × ０．９    

   ii 補助資材がない場合   

     緑化面積 ＝ 水平投影長さ × １ｍ × ０．９ 

（３）緑化面積は、それぞれの緑化の方法によって緑化した面積を加算して算定すること。

なお、同一箇所に異なる緑化の方法を用いても重複して加算しないこと。 
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別表第３（第８条関係） 

  雤水流出抑制施設の設計基準 

雤水排水流出抑制施設は、中川・綾瀬川流域整備計画に基づき、開発面積に応じて次に掲

げる対策基準を満たす施設を設置しなければならない。 

開 発 面 積 対 策 基 準 

 ０．０５ｈａ以上１ｈａ未満  ５００ｔ／ｈａ 

 １ｈａ以上  ７００ｔ／ｈａ ＋ 湛水量 

※ただし、開発面積１ヘクタール未満の場合は、「２．雤水排水流出抑制量の算定」により

算出することができる。 

 

１．雤水排水流出抑制施設 

 （１）雤水排水流出抑制施設は、浸透施設と貯留施設とする。 

   ①浸透施設は、浸透桝、浸透管などを設置し、雤水を地下に浸透させることにより、

流出抑制を行う施設である。 

     なお、浸透施設は地質や地下水位などの現場条件により、浸透能力が左右される

ため、現場条件を考慮した施設とすること。 

   ②貯留施設は、雤水を調整池などに一時貯留させ、流出時間を遅れさせることにより、

流出抑制を行う施設である。 

 

 （ア）浸透側溝及び浸透トレンチ 

    標準浸透側溝構造図       標準浸透トレンチ構造図 

 

 

 

 

 

  （イ）浸透桝（正方形、円筒） 
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（イ）浸透桝（正方形、円筒） 

標準浸透桝構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）透水性舗装 

標準透水性舗装断面図 

   （透水性アスファルトの場合）   （平板ブロックの場合） 

 

 

 

 

 

 

２．雤水排水流出抑制量の算定 

 （１）処理すべき雤水量は、次の式により算定すること。 

 

Ｑ＝Ｃ×Ｉ×Ａ×Ｔ 

 

Ｑ：処理すべき雤水量（㎥） 

Ｃ：流出係数 
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開発区域内の土地利用形態 流出係数 

屋      根 ０．９ 

アスファルト舗装 ０．８ 

透 水 性 舗 装 ０．５ 

間      地 ０．３ 

緑      地 ０．２ 

Ｉ：時間雤量  ０．０５（ｍ／ｈｒ） 

Ａ：開発区域の土地利用形態別の各面積（㎡） 

Ｔ：時間    １（ｈｒ） 

 

（２）浸透施設の選定 

   開発区域に設置する浸透施設については、次の表に掲げる各浸透施設の単位設計浸透

量より施設の組み合わせ、規模（設計水頭、施設幅等）及び数量（長さ、個数及び面積）

を選定すること。 
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単位設計浸透量（浸透側溝及びトレンチ） 
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単位設計浸透量（正方形桝） 
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単位設計浸透量（透水性舗装） 

単位設計浸透量（円筒桝） 
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３．雤水処理の計画                            

（１）浸透施設 

①浸透施設の構造は、下記のとおりとする。 

  ア 浸透施設は、開発区域内及び放流先の高さを十分に配慮すること。 

イ 舗装部分に浸透桝を設置する場合は、グレーチング（細目タイプ）蓋を使

用し、グレーチングが外れないよう鎖を設置すること。 

 なお、緑地部分に浸透桝を設置する場合は、落ち葉等が入り込まないよう

にコンクリート蓋とすること。 

ウ 開発区域外へ雤水が流出しないように、出入口部分に側溝を布設する場合

は、グレーチング（細目タイプ）蓋を設置すること。 

また、側溝にサイレントゴム等を設置する等、騒音対策を実施すること。 

 ②設計浸透量は、浸透施設の組合せ、規模及び数量に基づき、次の式により算定

すること。 

 

 

  ｆ ｑ：設計浸透量（㎥） 

  Ｌ：浸透側溝及び浸透トレンチの長さ 

  Ｑ ｔ：浸透側溝及び浸透トレンチの単位設計浸透量（㎥／ｈｒ／ｍ） 

Ｍ：浸透桝の個数（個） 

   Ｑ ｍ：浸透桝の単位設計浸透量（㎥／ｈｒ／個） 

③処理すべき雤水量と設計浸透量の確認 

２．（１）で算定した処理すべき雤水量Ｑと３．（１）②で算定した設計浸透

量ｆｑが次の式になることを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

ｆｑ＝Ｌ×Ｑｔ＋Ｍ×Ｑｍ 

処理すべき雤水量Ｑ（㎥／ｈｒ） ≦ 設計浸透量ｆｑ（㎥／ｈｒ） 



- 33 - 

 

①   貯留施設との併用 

浸透施設のみで処理すべき雤水量を処理できない場合は、貯留施設と併用す

ること。 

 

（浸透施設標準図） 

 

 

既
設
市
道
側
溝 

接
続
先
市
道 

雤水浸透施設配置図 

（戸建住宅の場合） 
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（２）貯留施設 

 ①貯留施設の構造は、下記のとおりとする。 

  ア 必要容量を安全かつ確実に貯留できる構造とすること。 

  イ 原則としてオープン構造とすること。 

  ウ 自然流下を原則とし、維持管理が容易であるようにすること。 

  エ 開発区域内の雤水は、原則として調整池に流入させること。 

  オ 汚水、雑排水及び事業用排水は、流入しない構造とすること。 

  カ 転落防止のため、フェンス等を設置すること。 

②貯留施設については、次の式により算定すること。 

  なお、貯留施設の余裕高は３００ミリメートル以上とすること。 

 

接続先市道 既設市道側溝 

（集合住宅の場合） 
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Ｖ：貯留施設必要容量（㎥） 

Ａ：貯留施設の面積（㎡） 

Ｈ：水深（ｍ） 

 ③放流量は次の式により算定すること。 

  なお、貯留施設からの放流量は、１ヘクタールあたり最大０．０５ 

（㎥／秒）以下とし、放流先河川、水路の流下能力を検討し決定すること。 

 

許容放流量 ≦ 開発区域の面積 × ０．０５ 

（㎥／秒）     （ｈａ）    （㎥／秒） 

 

④貯留施設から河川、水路への放流断面（オリフィス）は、次の式により算定す

ること。 

 

 

    

 

    Ａ：放流断面積（㎡） 

    Ｑ：放流量（㎥／秒） 

    Ｃ：流量係数 ０．６ 

    ｇ：重力加速度 ９．８ 

    Ｈ：水深（計画最高水位からオリフィス中心までの水深） 

Ｖ＝Ａ×Ｈ 

Ａ＝  Ｑ 

Ｃ√２ｇＨ 
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（貯留施設参考図） 

 

 

 

備 考 

 １ 貯留施設の周辺には、高さ１．２メートル以上の転落防護柵を設置するこ

と。 

 ２ オリフィスには、スクリーンを設置すること。 

 

 

※なお、開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合の貯留施設については、  

 事前に河川管理者である埼玉県河川砂防課と協議し計画すること。 

 

 


